
静岡県森の力再生事業評価委員会運営要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、静岡県森の力再生事業評価委員会設置要綱第８条の規定に基

づき、静岡県森の力再生事業評価委員会（以下「委員会」という。）の運営に関

して必要な事項を定めるものとする。 

 

 （会議の公開） 

第２条 委員会の会議は、原則として公開とする。ただし、委員長が非公開が適当

であると判断した場合は、この限りではない。 

２ 公開の方法等については、情報提供の推進に関する要綱（平成 15 年３月 14 日

付け私情第 23 号総務部長通知）に基づき行うものとする。 

３ 傍聴定員は 10 人以内とする。ただし、委員長が認めた場合は、この限りでは

ない。 

 

 （会議の議長） 

第３条 議長は、議事を整理する。 

２ 議長は、議場の秩序を保持し、必要があると認めるときには、秩序を乱した者

を退場させることができる。 

 

 （議事録） 

第４条 委員会の会議については、議事録を作成し、審議内容に係る会議資料と併

せて公開するものとする。ただし、静岡県情報公開条例（平成 12 年静岡県条例

第 58 号）第７条各号に該当する情報については、この限りでない。 

 

 （その他） 

第５条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成 19 年１月９日から施行する。 


